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－１－

ＩｏＴ等導入促進支援事業助成金 【随時受付】※ただし、予算の範囲内とします

目 的

国においてはSociety５．０社会の実現に向け、ＩｏＴやＢＤ、ＡＩやロボットの活用による生産性の
向上を目指し、様々な支援が広がっているところである。本市においても人口減少・従業員不足

への対応として、少ない労働力でもより生産性を向上させるために導入するＩｏＴシステムを用い、

様々なデータをセンシングし、活用するためのシステム導入等に対する支援を行う。

対象者 対象経費 補助率

中小企業者

IoTを導入し、そこから収集される情報を活
用して、監視、保守、制御又は分析を行う
際の機械装置・ソフトウェアに係る購入費
及びリース料、外部専門家経費など ２／３

※上限額 ３０万円
※年間１回まで
※リース料は最大６カ月分

【ＩｏＴ活用事業】

中小企業者

従業員の業務負担等を軽減するため、産
業用ロボット、サービスロボット等を購入し
て行う生産性向上に資する事業を行う際
のロボット購入費及びリース料、電気等工
事費など

【ロボット導入事業】

中小企業者
キャッシュレス決済やセルフレジを導入す
る際に要する端末本体、回線工事費、付
属機器類、接続機器類などの初期費用

【キャッシュレス決済等導入事業】

２／３

※上限額 １０万円
※年間１回まで

その他

・その他詳細は交付要綱参照。 ・助成期間は、令和７年度までです。

稚内産商品（※１）のＰＲ活動や、稚内の地域資源を活用した商品開発など、市外からの資金流入を目指した各

企業の活発な事業活動を促進するため、展示会等の出展料やパッケージ外注費等の経費に対し支援を行い、

経営の革新や地域経済の活性化、地元資源の利用促進に繋げる。

※１ 稚内産商品‥稚内産の原材料、または、市内の事業所で製造され、「稚内」の文字がパッケージに印字されている

など、稚内のＰＲに一定程度効果が認められる商品。

中小企業者等

※その他市長が認める者

展示会等の出展小間料、備品借用費、旅費等

※本市が参加する市外物産展等へ同行し、稚内産商品
のＰＲを行う場合に限り、販売を目的としたものも可。

１／２
※上限額 ３０万円（道外のみ４０万円）
※年間１回まで
ただし、市が参加する市外物産展等へ
同行する場合は回数に算定しない

・「特定展示会等出展事業」及び「新商品開発等事業」は「稚内産商品」の販路拡大が目的でなければ対象とならない。
・その他詳細は交付要綱参照。助成期間は、令和７年度までです。

販路拡大に向けた新商品開発やパッケージ改良に
伴うデザイン外注費、市場調査料など

※同一商品に対する助成は一生涯に一度のみ

１／２

※上限額 ３０万円
※年間１回まで

中小企業者等

※その他市長が認める者

目的

その他

【特定展示会等出展事業】

【新商品開発等事業】

企業ＰＲ等のため、自社ホームページの新規の制作又
は外国語対応に伴う外部委託費など

※新規制作１回、外国語対応１回まで（同一年度を除く）
※創業して１年以上経過していること

１／２

※上限額 ３０万円
※年間１回まで

中小企業者

※その他市長が認める者

【ホームページ制作等事業】

対象 対象経費 補助率

販路拡大支援事業助成金 【随時受付】※ただし、予算の範囲内とします



新規創業者支援事業助成金 【随時受付】※ただし、予算の範囲内とします

産業競争力強化法による創業支援事業計画に基づき、現在は創業相談窓口の設置や各種セミナー等が開催され、

創業への機運が高まっている中、実際に創業を希望される方を少しでも後押しするため、創業開始初期の工事費等の

支援を行い、地域経済の活性化や雇用の確保に繋げる。

新規創業者で
中小企業相談所の

推薦を受けた者

※風俗営業法に定める営業を行うもの
や銀行業等を除く （※１）

※既に開業している場合は、標準産業
分類の大分類が変わる場合が対象

※概ね週５日程度、２０時間以上の営
業をする方が対象
※産業競争力強化法に基づく特定創
業者（予定者を含む）であること（既
に事業を営んでいる場合は除く）

※創業融資の借入が決定していること
※フランチャイズ契約等による創業で
はないこと

土地及び建物賃借料

※敷金、礼金、駐車場使用料、仲介手数
料等、賃貸借契約に関する諸経費を除く

※本人、配偶者又は３親等内の親族が所有
する不動産ではないこと

１か月あたりの１／２

※上限額 ３０万円
（１か月５万円×最大６か月）

・対象者の条件にある「特定創業者」になるためには、指定された創業セミナーや創業相談などを受け、稚内市に申請する必要があります。
・当助成を受けようとする方は、創業前に中小企業相談所（稚内商工会議所内）へ創業事業計画書を提出し、推薦書の交付を受ける必要が
あります。
・当助成は、１企業につき、一生涯に一度のみ。その他詳細は交付要綱参照。助成期間は、令和７年度までです。

目的

対象者 対象経費 補助率

その他

【新規創業者支援事業】

初期設備費及び建物取得費等
１／２

※上限額 ５０万円

※１ 非対象業種‥銀行業や生命保険業、パチンコホールなど、㈱日本政策金融公庫の非対象業種等に原則準拠

このほかにも、「夢づくり・ものづくり支援事業補助金」といった制度もあり、旭川産業創造プラザが中心となり運営しています。当制度の詳

細は旭川産業創造プラザのホームページをご覧ください。（http://www.arc-net.or.jp/）

※１ 旭川産業創造プラザとは…

道北地域６市３１町４村の産業の高度化及び中小企業支援（産官学連携・ものづくり・人材育成・新分野進出・創業等）に係る総合的な

支援を行い、道北地域の新製品・新技術の開発や、新分野進出に取り組む企業や創業家を後方支援する組織。旭川市と旭川商工会議

所、市内金融機関が出資して設立。

新規創業に係る活動一覧

実 施 事 業 実 施 主 体 活 動 内 容

創業相談窓口設置

稚内市
稚内商工会議所

稚内信用金庫

●市はヒアリングシートを基に創業希望者の事業内容を把握。
●旭川産業創造プラザへ状況報告後、フォロー方法等、アドバイスをもらう。
●内容により会議所や信金と連携して対応し、経営・財務・販路開拓等への
レベルアップに繋がるよう依頼。
●創業へのノウハウを習得させることができるよう、その他の事業への参加を
促すことができるフォローに努める。
●創業を目指す方々へ、経営に関する基礎知識や資金計画など、創業のノウ
ハウを学ぶことができる機会を創出する。

出張ビズカフェ
稚内市

旭川産業創造プラザ（※１）

●稚内市と旭川産業創造プラザが中心となり、稚内市内で開催。

●創業希望者：１０人程度／開催回数：年に２回程度を想定。

道北ビジネス

プランコンテスト
旭川産業創造プラザ

●例年２月上旬に旭川クリスタルホールにて開催。

●様々なビジネスプランをプレゼンし、入賞者には賞金もあり。

稚内市は、旭川市を代表市とした６市３町が構成市町村となっている「道北地域創業支援事業計画」に平成２７年１０月から参画し、創業

塾やセミナーの開催など、新規創業の支援に取り組んでいます。

具体的な取り組み等は、下記の表のとおりです。詳細は市水産商工課商工・労働Gまでお問い合わせください。

－２－



商店街等空き店舗活用事業助成金【随時受付】※ただし、予算の範囲内とします

商店街の空洞化の抑制と活性化を目指すとともに、近年は商店街以外にも空き店舗が増加しているため商店街等の

空き店舗を活用した事業規模拡大を支援することにより、雇用機会の拡大、各商店街の活性化を総合的に促進する。

空き店舗を活用して
事業を行う中小企業者
※商店街に限定せずに空き店
舗を活用する場合に適用
※「※１」に記載の業種を対象に
中小企業相談所の推薦を受け
た者

※既存事業者が移転により開業す
る場合は、移転前の店舗にて営
業を行わないものは対象としな
い。

※開業に係る融資の借入が決定
していること

土地及び建物賃借料

※敷金、礼金、駐車場使用料、仲介手数
料等、賃貸借契約に関する諸経費を
除く

※自社等の所有する不動産ではないこと

１か月あたりの１／２

※上限額 ３０万円
（１か月５万円×最大６か月）

※商店街以外は上限額１５万円
（１か月２．５万円×６か月）

・当助成を受けようとする方は、開業前に中小企業相談所（稚内商工会議所内）へ創業事業計画書を提出し、推薦書の交付を受ける必要
があります。
・助成期間は、令和７年度までです。
・その他詳細は交付要綱参照。

目的

対象者 対象経費 補助率

その他

【商店街空き店舗活用事業】

初期設備費及び建物取得費等
１／２

※商店街・・・上限額 ５０万円

※商店街以外・・・上限額 ２５万円

※１ 新規創業者支援事業と対象業種は同一とする。

商店街活性化事業助成金 【随時受付】※ただし、予算の範囲内とします

市内商店街（中央商店街、駅前通り商店街、オレンジ通り商店街、とみおか商店会）が独自に行う販売促

進事業や、活性化のための調査・計画策定事業に対し支援を行い、各商店街のにぎわい創出や各商店

街に属する中小企業の経営基盤の強化に繋げる。

下記の市内商店街

・中央商店街
・駅前通り商店街
・オレンジ通り商店街
・とみおか商店会

※商店街振興組合法、中小
企業等協同組合法に基づ
く商店街に限る。

●下記のいずれかの事業が対象

・集客力を強め、販売促進のための事業
・活性化を推進するための調査又は計画
策定事業

謝金、旅費、会場借上料、
会場設営費、広告宣伝費、
消耗品費、調査研究委託費

※同様の事業内容で継続される場合は、
３年を限度とする。

１／２

※上限額 ５０万円

・その他詳細は交付要綱参照。
・助成期間は、令和７年度までです。

目的

その他

【商店街活性化事業】

－３－

対象者 対象事業／対象経費 補助率



稚内市人材確保支援助成金 【随時受付】※ただし、予算の範囲内とします

近年、全国的にも人材不足が叫ばれている中、本市でも同様に人口減少に伴う従業員不足の問題が

発生している。地元就職の促進はもちろん、進学や就職などで地元を離れた方へのアプローチという視点から、

従業員確保のために合同企業説明会の出展やインターンシップ受入、就職情報サイトへの掲載、転入就職者へ

の支援、奨学金返還支援など企業が行う活動に対して支援を行う。また、従業員の確保は、各事業者の経営安

定化や基盤強化にも繋がるため、本市としても人材確保に係る経費に対し支援する。

市内中小企業等
市外で開催される合同企業説明会に参加する際の旅
費、出展小間料、装飾費など

２／３

※上限額
５０万円、年間 ２回まで

・その他詳細は交付要綱参照。

目 的

対象者 対象奨学金 補助率

その他

【合同企業説明会等出展促進支援】

市内中小企業等

公的機関が実施する研修等に経営者及び従業員
を参加させる際の旅費、受講料
※ただし、市内で開催される研修は、受講料のみ。
※受講後に修了証等が発行される研修等に限る。

１／２
※上限額
１人 １回につき５万円
年間１事業者につき １５万円

【研修受講等支援】

市内中小企業等

大学や専門学校等からインターンシップを受け入れる
際に企業が負担する学生への旅費や保険料、教材費
など

２／３

※上限額
学生１人につき５万円
年間 １事業者につき １５万円

【インターンシップ受入支援事業】

－４－

【採用活動促進事業】

市内中小企業等 就職情報サイト等に掲載するために必要な費用や、採
用に関するホームページの新規作成または改修費用

１／２

※上限額
１５万円、年間１回まで

市内中小企業等
独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金
地方公共団体が貸与する奨学金 など

１／２

※月額上限１万５千円（１人につき）

【奨学金返還支援】

対象者 対象経費 補助率

対象従業員

・協力企業に新規採用された者
・奨学金の貸与を受け、計画的に返済している者
・就職先が協力企業であり、返済支援を受けている者
・稚内市内に住所を有し、市税の滞納がない者

協力企業の要件

・市内に事業所を有し、奨学金を返還する者を採用していること
・奨学金の返還支援を６０月行うことができること
・労働基準法、職業安定法等に違反していないこと
・市税等の滞納がないこと
・市の求めに応じて必要な協力ができること

市内中小企業等

市外から就職者を受け入れた際に事業者が負担し
た旅費、移転料など
※ただし、転勤、出向は対象としない。

１／２
※上限額
年間１事業者につき２０万円

【転入就職者支援】

対象者 対象要件 支給額

東京２３区（在住者又は通勤者※）から稚内市
に移住し、マッチングサイトに求人を掲載して
いる「移住支援金対象法人」に就業した方など。

※５年以上東京２３区へ在住した方、又は東京
都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住し、５年
以上東京２３区への通勤をしていた方。

移住等に関する要件を満たす方のうち、
①就業に関する要件
②起業に関する要件
③テレワーク移住に関する要件
のいずれかを満たす方が対象となります。

単身６０万円
世帯１００万円
（１８歳未満の方１人帯
同につき１００万円加算）

【ＵＩＪターン新規就業助成金】



対象経費

－５－

開業医誘致条例に基づく助成金／貸付金 【随時受付】

本市の区域内に診療所を開設する開業医に対し、診療所開設に係る費用の一部を助成することによって、地域の

医療体制の拡大を図り、もって市民の健康と福祉の増進に寄与する。

①～③のいずれにも該当する方 ①地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする方
②診療所を継続して１０年以上開業する見込みがある方 ③市長が認める診療科名の医療を行う方

３０／１００ ※上限額 ３,０００万円

目 的

対象者

種別 対象経費

その他

【助成金】

１００／１００ ※上限額 ５００万円／年
【期間】開設した翌年度から３年間

月額賃借料の５０／１００ ※上限額 ４０万円／月
【期間】開設した翌月から３年間

３０／１００ ※上限額 １,０００万円

土地、建物等の取得に対する助成

取得した土地、建物に賦課された固定資産税

土地、建物等の賃借料

賃借した土地、建物等の改修費

【貸付金】

開業資金貸付金

補助率/期間

土地、建物等
取得費助成金

設置費助成金

賃借料助成金

改修費助成金

種別 貸付条件償還期間／利率 限度額

６０か月（据置１年含む）／
財政融資資金貸付金利に

１％加算した率経営資金貸付金

２,０００万円
１年以上診療所を開設している開業医へ、当該
診療に係る経営資金に対して貸付

診療を開始した日を基準日として、６か月以内に
当該診療に係る開業資金に対して貸付

中小企業特別融資貸付金／保証料補給金 【随時受付】

中小企業の経済的地位の向上を図るため必要な融資を行い、その育成振興及び経営の合理化を促進すること

を目的とし、低利の融資を斡旋し、保証協会の保証料については、償還完了後に市が全額補給します。

中小企業者

※ただし、保証協会の
保証対象外業種を
営むものを除く。
（農業・林業・漁業、
学校法人など）

※銀行取引停止処分、
借入金返済の遅滞、
市税の滞納がない
ことが要件となります。

運転資金
１,５００万円以内／５年以内

・借り入れにあたっては、「稚内信用金庫本店及び各支店」、「北洋銀行稚内支店」、「北海道銀行稚内支店」の融資窓口で相談の上、「稚
内市中小企業特別融資斡旋申込書」と「納税証明書（資格審査等申請用）」の提出が必要となります。

目 的

対象者 種別／貸付限度額／期間 対象経費

据置期間は１年以内

原則として担保が必要
（免除することもあり。）

信用保証協会の保証付
とすることが可能

●短期：１．６２５％

●長期：融資実行日
時点の長期
プライムレート
【変動制】

融資の条件及び利率

その他

【制度資金貸付金／保証料補給】

設備資金
５,０００万円以内／１０年以内

店舗等近代化資金
３,０００万円以内／１０年以内

商店街環境整備資金
３,０００万円以内／１０年以内

経営の安定及び健全化を促進
するための貸付

設備の近代化及び合理化を促
進するための貸付

店舗又は宿泊施設の新築又は
増改築を行うための貸付

商店街のｱｰｹｰﾄﾞ、駐車場その
他共同施設整備のための貸付

・詳しくはパンフレットまたはホームページ（https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kenkoiryo/kaigyoiyuchi/）をご確認ください。



－６－

地域総合整備資金貸付制度（ふるさと融資） 【事前にご相談ください】

地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)は、地方公共団体が民間金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業
活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(ふるさと財団)の
支援を得て民間事業者等の設備投資に係る無利子資金の貸付を行います。

法人格を有する
民間事業者

※第三セクター(国・地方
公共団体の１００％出資
・出捐は除く。)も対象。

※金融業を営む者(銀行、
証券会社、保険会社、
貸金業者等)は対象と
なりません。

下記要件をすべて満たす事業

①公益性、事業採算性、低収益
性の観点から実施されるもの
②新規雇用者が１名以上
③貸付対象事業費（用地取得
費を除く。）が１,０００万円以上

※ただし、第三者に売却または
分譲することを予定する施設、
風俗営業法に定める営業を
行うものは対象となりません。

・詳細については、一般社団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）のホームページまたは、本市までお問い合わせください。
・貸付にあっては、必要書類の整理、ふるさと財団による調査・検討、議会による議決が必要となるなど、相当程度の時間を有しますので、
事業内容の最終決定前に事前にお問い合わせ願います。

目 的

対象者 対象事業要件 対象経費

貸付額：
５００万円～２０億２千万円
（借入総額の４５％以内）

貸付期間：
５年以上１５年以内
（５年以内の据置含む）

貸付利率：
無利子（ただし、民間金融
機関の連帯保証が必要で
す。）

融資の条件及び利率

その他

【地域総合整備資金貸付制度】

①設備の取得等に係る費用

・施設の建設、取得、整備、改良
及び補修
・事業に不可欠な機械装置など
動産の取得
・土地の取得及び造成など

②試験研究開発等当該設備の
取得に伴い必要となる付随経費

・着工から完了までの人件費、賃
貸料、保険料、など

【対象事業者】
・次の要件を全て満たしている市内の中小企業者
（１）指定地域において、事業を１年以上継続して行っていること

（２）新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた後、原則として最近１か月の売上高が
前年同期に比して２０%以上減少しており、かつ、その後２か月を含む３か月の売上高等が前年同
期比で２０%以上減少することが見込まれること

セーフティネット保証制度 【随時受付】

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証（最大２．８億円）とは別枠で保証を受けられる資金繰り制度。

一般保証とは別枠で２億８，０００万円
以内（うち無担保８，０００万円以内）

※４号、５号は併用可ですが、同じ枠
になります。

保証料率：北海道信用保証協会旭
川支店へお問い合わせください。
☎ ０１６６－２４－１４４１

・申請の際には、申請書や計算書、売上高等が確認できる資料、業種が確認できる資料が必要となります。
・申請に係る様式は、稚内市のホームページからダウンロードが可能です。
（http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/safe_hosyoseido.html）

・市の認定とは別に、金融機関や信用保証協会による金融上の審査があります。
・指定業種や制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
（http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm）

・認定書の発行は、原則として申請日の翌日となります。

目 的

その他

保証限度額／保証料率

セーフティネット保証４号【保証割合１００％保証】

セーフティネット保証５号【保証割合８０％保証】

【対象事業者】
・指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
（１）最近３か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して５％以上減少している中小企業者
（２）製品等に係る売上原価のうち２０%以上を占める原油等の仕入価格が２０%以上上昇している
にもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者



－７－

水産加工経営安定化資金利子補給事業 【事前にご相談ください】

近年の水揚げ減少に伴う原料の高騰等により経営に支障が生じている事業者に対し、必要な資金の融資の円

滑化を図るため、北海道の融資制度を活用し、運転資金及び設備資金を金融機関から借り入れた際に利子補

給を行う。

北海道の融資制度である「経営環境変化対応貸付
（原料等高騰）」を活用し、融資を受けた水産加工業者等

※ 「経営環境変化対応貸付（原料等高騰）」の融資あっせん
申込みは、稚内商工会議所が窓口となっています。

・対象条件にある北海道の融資制度については、道中小企業課のホームページをご覧ください。
（ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/05genryo.htm ）

・制度の詳細や申請様式は市のホームページをご覧ください。
（http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/norinsuisan/suisan/suisankakoukeieianteikashikinrishihokyuzigyo.html）

目 的

対象者

その他

【水産加工経営安定化資金利子補給事業】

利子補給率：北海道の融資利率の１／２

【参考】北海道の融資利率
『経営環境変化対応貸付』
固定金利 年１.１％（融資期間５年以内）
固定金利 年１.３％（融資期間１０年以内）
変動金利 年１.１％（融資期間が３年を超える

借入の場合に限る）

利子補給期間：最大５年間（措置期間含む）

利子補給内容

設備投資に伴う固定資産税特例の実施 【設備導入前 随時受付】

市内中小企業の先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図ることにより、中小企業者の収益向上

とそれに伴う従業員の給料水準の向上や確保を目指すため、中小企業等経営強化法への対応として、令

和７年度から令和８年度の間に、導入促進基本計画を作成し、認定を受けた企業の設備導入について、本

市の固定資産税（償却資産）の軽減措置を講じる。

目 的

対象事業 対象設備 支援内容 その他

・設備投資の実施前に先端設備等導入計画を申請し、認定を受ける必要があります。

その他

本市に所在する中
小企業者で、年率
３％以上の労働生
産性の向上を見込
む先端設備等導
入計画の認定を受
けた設備投資

※固定資産税の特例
を利用できるのは、
資本金１億円以下の
法人等に限ります。

認定経営革新等支援機関の確認を
受けた投資利益率５％以上の投資
計画に記載された下記設備

◆機械装置
◆測定工具及び検査工具
◆器具備品
◆建物付属設備
※ただし、最低取得価格等の要件あり
※太陽光発電設備等に関しては、全量売
電するための設備は対象としません。

稚内市の固定資産税を３年
間「ゼロ」としたことで、市内
企業が申請する国の様々な
補助金について優遇措置
（補助率アップや採択に対
する加点措置）を受けること
が可能となります。

ものづくり・サービス補助金
持続化補助金
サポイン補助金
ＩＴ補助金

１.５％以上の賃上げ方
針を計画内に位置付け
て従業員に表明した場
合は、３年間、課税標準
を１／２に軽減されます。

３％以上の賃上げ方針
を計画内に位置付けて
従業員に表明した場合
は、５年間、課税標準を
１／４に軽減されます。
※取得時期により軽減
期間が異なります。



－８－

ふるさと納税推進事業に伴う協力事業者の募集 【随時受付】

ふるさと納税制度による稚内市への寄附促進と地元特産品等のＰＲ・販売促進及び地元産業の活性化など

の相乗効果を図るため、市外在住の寄附者に対し、お礼の品として贈呈する商品やサービス（以下、特産

品等という。）の協力事業者を募集します。

稚内観光物産協会・稚
内観光協会・稚内ブラン
ド認定品所有事業者の
いずれかに該当すること。

※本社（本店）、支社（支
店）及び事業所、工場
が市内にある企業・団
体または個人事業所で
あること。

など

・稚内市では「さとふる」「Yahoo！ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「ANAのふるさと納税」「ふるなび」「ふるさとパレット」「楽天ふるさと納税」
「ＪＲＥモール」「セゾンのふるさと納税」「auPAYふるさと納税」「ふるラボふるさと納税」「KABU＆ふるさと納税」「Amazonふるさと納税」「ＪＡＬ
ふるさと納税」のふるさと納税ポータルサイトに掲載しております。
・テレビCMや各種雑誌で宣伝を行う各ふるさと納税ポータルサイトに特産品等を写真と説明付きで紹介できます。
・特産品等の発送時に、自社のパンフレット等を同封することで、販売促進・PRが可能となります。
・詳細については、「稚内市ふるさと納税推進業務 協力事業者募集要項」をご覧ください。（稚内市のHPに掲載）
・別途、本市が契約している各ふるさと納税ポータルサイトお礼品取りまとめ業者との売買契約が必要となります。（取りまとめ業者ごとに
提供代金の振込手数料が必要となる場合があります。）

目 的

対象者 募集する特産品等 特産品等の寄附区分

約１８.６億円
（述べ９０，０００人）
特産品購入額
約４億７千万円

参考寄附額（Ｒ０６年度）

その他

【ふるさと納税推進事業協力事業者の募集】

本市で生産、製造、加工、
サービスの提供がされている
もの、稚内市内で栽培、採取、
育成された原材料を使用して
いるもののいずれかに該当し
ていること。

本市の魅力を伝えることが
でき、本市のＰＲにつながる
要素を持つ特産品等であるこ
と。

など

寄附区分毎に特産品等を登録
します。

３千円から登録可能です。

※特産品の発送に係る事務的
負担（送り状の作成、問合せ
対応）や送料については、本
市が負担します。
主旨をご理解の上、一般的な
市場価格より安価な価格で
ご協力願います。

稚内ブランド認定申請の募集 【年１回（１１月予定）受付】 稚内ブランド推進協議会実施事業

稚内ブランド推進協議会では、稚内の豊かな自然から生まれる豊富な水産物や農畜産物、また、これらの資源を

活かして生産された産品や稚内が誇る文化・自然等を『稚内ブランド』として認定し、広く国内外へ情報発信する

ことにより、稚内産の物産品の知名度向上及び販路拡大、観光客誘致に繋げ、稚内のイメージアップを図るとともに

地域経済・産業の活性化を目指します。

市内に本社又は事業所
があり、申請する産品の
生産者及び食品製造業
を営む個人、法人または
団体で、市税の滞納が
ない者。

・有効登録期間は３年間とします。（登録料は年１万円）※認定マークシール、パッケージ用認定マークデータの無償提供を行います。
・認定された商品は、稚内ブランド推進協議会が作成するパンフレットやホームページ、メディア、旅行雑誌等への掲載のほか、各種イベント
での出品、道内外物産展で積極的に周知します。
なお、認定された商品を扱う事業者については、イベントや物産展等への積極的な参加に努めていただきます。

目 的

対象者 対象となる産品

原材料は、各種データ等を
参考に書類審査を実施。

加工品については、認定
審査会にて、書類審査、試
食などプレゼンテーション
による審査を実施。

（原材料、味覚、安心・安
全性、生産体制、地域性、
商品へのこだわりなど、基
準を設け審査します。）

※応募できる商品は、一事
業者につき、原材料、加
工品各２品まで。（更新
を除く。）

その他

【稚内ブランド認定申請の募集】

①原材料：稚内でしか生産（漁獲）されていないものや、稚内での生産量
（漁獲量）が日本有数であるもの、または、他地域で生産（漁獲）されるも
のと比較して稚内ならではの特徴や優位性がある水産物及び農畜産物。

②加工品：稚内ならではのもの、稚内らしいもの、稚内をイメージできる
飲食料品で、下記の条件のどちらかを満たしているものとします。

Ａ. 主原料に稚内産もしくは北海道産の素材を使用し、生産・製造・販売
に至るまでの間に市内事業者が深く関わっているもの

Ｂ. 主原料が稚内産もしくは北海道産ではないが、かつて稚内産のものが
相当のシェアを占めていたなどの歴史的背景があり、かつ、その加工
について、原材料の仕入れから製品化までを一貫して稚内において
行っているもの

認定方法



－９－

わかる！働く！未来へつなぐジョブフェア参加企業募集 【１１月開催予定】

人口減少や有効求人倍率の全国的な上昇に伴う近年の労働者不足など地域の課題を踏まえ、地元の子ど

もたちに、より早いうちから地元の産業を知ってもらうため地元企業等によるＰＲを行い、子供たちのより充実

した産業教育やインターンシップに繋げ、将来的な地元就職、Ｕターンの促進を目的に「中学生向け地元企

業ＰＲフェア」を開催する。

市内中小企業者
協同組合
官公庁 など

※日程が決定次第、プレ
スリリース等により、参
加申込みを開始する。

市内中学１年生を
対象とします。

（参考）
令和６年度 約２１０名

・本事業は、稚内商工会議所青年部・稚内市・稚内市教育委員会・稚内で働こう応援会議の共同主催で実施します。
・開催日程については、市内中学校と事前調整を行い、多くの学校、生徒が参加できる日で調整を行います。
・参加対象者が中学１年生であるため、現在の求人等の有無、将来的な従業員の採用の有無に限らず、ご参加いただけます。自社のＰＲと
子供たちの仕事に対する意識や地元企業の認知度向上のため、多くのご参加をお待ちしています。

目 的

参加対象者 対象学生 開催費用

企業毎のブースを設置。１回
の時間は１５分間とし、生徒が
入れ替わり複数回のＰＲを行
います。

１５分間のＰＲ内容については、
各社の創意工夫にお任せしま
す。

写真、映像、実際の機材の展
示など。

開催内容

その他

【中学生向け企業ＰＲフェアの参加企業の募集】

会場費、中学生の
移動経費は稚内市
が負担。

各ブースの装飾費、
ＰＲに要する費用
については各社負
担。



－１０－

各種ホームページ・二次元コード一覧

ＵＲＬ
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/

開業医誘致条例に基づく助成金／貸付金

ふるさと納税推進事業に伴う協力事業者の募集

稚内ブランド公式ホームページ

稚内市ホームページ 事業者向け「支援・融資」

ＵＲＬ
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kenkoiryo/kaigyoiyuchi/ 

ＵＲＬ

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/furusatonozei/tokusanhinbosyu.html

ＵＲＬ
http://www.wakkanai-brand.jp/

中小企業支援施策に関する情報提供について
ＵＲＬ
https://www.harp.lg.jp/YpFprxWW
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